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論壇
は
じ
め
に

所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
を

予
防
す
る
観
点
か
ら
、
そ
の
主

な
発
生
原
因
で
あ
る
「
相
続
登

記
の
未
了
」
や
「
住
所
変
更
登

記
等
の
未
了
」に
対
応
し
、ま
た

「
そ
の
他
不
動
産
登
記
の
公
示

機
能
を
よ
り
高
め
る
観
点
等
」

か
ら
不
動
産
登
記
法
の
改
正

（
令
和
3
年
4
月
21
日
成
立
、

同
月
28
日
公
布
）（
以
下
「
本
改

正
」
と
す
る
）
が
行
わ
れ
た
。

具
体
的
に
は
「
相
続
登
記
の

未
了
」
へ
の
対
応
と
し
て
、

1
�
相
続
登
記
の
申
請
の
義
務

化
、
2
�
申
請
義
務
の
実
効
性

を
確
保
す
る
た
め
の
環
境
整
備

策
の
導
入
、
3
�
所
有
権
の
登

記
名
義
人
の
死
亡
情
報
に
つ
い

て
の
符
号
の
表
示
制
度
の
新
設

が
行
わ
れ
、「
住
所
変
更
登
記

等
の
未
了
」
へ
の
対
応
と
し

て
、
1
�
住
所
変
更
登
記
等
の

申
請
の
義
務
化
、
2
�
実
効
性

確
保
の
た
め
の
環
境
整
備
策
の

導
入
が
行
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
「
相
続
登
記
の
未

了
」
へ
の
対
応
の
う
ち
相
続
登

記
の
申
請
の
義
務
化
等
の
内
容

及
び
本
改
正
に
伴
う
税
務
へ
の

影
響
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

Ⅰ
�
「
相
続
登
記
の
未
了
」
へ
の
対
応
に

係
る
本
改
正
の
内
容

1
�
相
続
登
記
の
申
請
の
義
務

化所
有
権
の
登
記
名
義
人
に
つ

い
て
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
と

き
は
、
当
該
相
続
に
よ
り
所
有

権
を
取
得
し
た
者
は
、
相
続
の

開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、

か
つ
、
所
有
権
を
取
得
し
た
こ

と
を
知
っ
た
日
か
ら
3
年
以
内

に
、
所
有
権
の
移
転
登
記
の
申

請
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
（
新
不
登
法
76
の
2
）。

な
お
、
正
当
な
理
由
な
く
そ

の
申
請
を
怠
っ
た
と
き
は
、
10

万
円
以
下
の
過
料
に
処
さ
れ
る

（
新
不
登
法
1
6
4
①
）。
こ

の
正
当
な
理
由
の
例
示
と
し
て

①
数
次
相
続
が
発
生
し
て
相
続

人
が
極
め
て
多
数
に
上
り
、
戸

籍
謄
本
等
の
必
要
な
資
料
の
収

集
や
他
の
相
続
人
の
把
握
に
多

く
の
時
間
を
要
す
る
場
合
、
②

遺
言
の
有
効
性
や
遺
産
の
範
囲

等
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
、
③

申
請
義
務
を
負
う
相
続
人
自
身

に
重
病
等
の
事
情
が
あ
る
場
合

な
ど
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
具

体
的
な
類
型
に
つ
い
て
は
、
今

後
通
達
等
に
よ
り
明
確
化
さ
れ

る
予
定
で
あ
る
。

こ
の
過
料
に
係
る
手
続
き
の

流
れ
は
、
ま
ず
法
務
局
に
お
い

て
登
記
官
が
相
続
登
記
の
申
請

義
務
違
反
を
把
握
し
、
相
続
人

に
義
務
の
履
行
を
催
告
す
る
。

相
続
人
が
催
告
に
応
じ
て
申
請

を
し
た
場
合
に
は
過
料
事
件
の

通
知
は
さ
れ
な
い
。
一
方
で
正

当
な
理
由
な
く
申
請
を
し
な
い

場
合
に
は
、
法
務
局
か
ら
過
料

事
件
の
通
知
が
さ
れ
裁
判
所
が

要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判

断
し
、
過
料
を
科
す
る
旨
の
裁

判
を
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ

ら
の
手
続
き
に
つ
い
て
も
公
平

性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
省

令
等
で
明
確
に
規
定
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。

2
�
申
請
義
務
の
実
効
性
を
確

保
す
る
た
め
の
環
境
整
備
策

の
導
入（
相
続
人
申
告
登
記
）

1
�
の
と
お
り
相
続
登
記
の

申
請
が
義
務
化
さ
れ
た
が
、
遺

産
分
割
協
議
が
不
調
な
場
合
な

ど
所
有
権
が
速
や
か
に
確
定
し

な
い
ケ
ー
ス
も
数
多
く
あ
る
。

そ
の
場
合
、
全
て
の
相
続
人
が

法
定
相
続
分
の
割
合
で
不
動
産

を
取
得
（
共
有
）
し
た
状
態
と

な
る
。
現
行
法
の
下
で
も
、
法

定
相
続
分
で
相
続
登
記
を
行

い
、
共
有
状
態
の
ま
ま
登
記
に

反
映
す
る
方
法
が
あ
る
が
、
法

定
相
続
人
の
範
囲
及
び
法
定
相

続
分
の
割
合
の
確
定
が
必
要
で

あ
る
た
め
、
被
相
続
人
の
出
生

か
ら
死
亡
に
至
る
ま
で
の
戸
除

籍
謄
本
等
の
書
類
の
収
集
が
必

要
と
な
り
、
登
記
申
請
に
当
た

っ
て
の
手
続
的
な
負
担
が
大
き

い
。よ

っ
て
遺
産
分
割
が
長
期
間

に
及
ぶ
場
合
に
は
、
相
続
人
が

申
請
義
務
を
簡
易
に
履
行
で
き

る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
新
た

な
登
記
で
あ
る
「
相
続
人
申
告

登
記
」
の
申
出
を
設
け
る
こ
と

と
さ
れ
た
。
当
該
申
出
が
さ
れ

た
場
合
に
は
1
�
の
所
有
権
移

転
の
登
記
を
申
請
す
る
義
務
を

履
行
し
た
と
み
な
さ
れ
る
（
新

不
登
法
76
の
3
①
②
）。

「
相
続
人
申
告
登
記
」
の
具

体
的
手
続
き
は
、
所
有
権
の
登

記
名
義
人
に
つ
い
て
相
続
が
開

始
し
た
旨
と
、
自
ら
が
そ
の
相

続
人
で
あ
る
旨
を
申
請
義
務
の

履
行
期
間
内
（
3
年
以
内
）
に

登
記
官
に
対
し
て
申
し
出
る
こ

と
で
、
申
請
義
務
を
履
行
し
た

も
の
と
み
な
し
（
登
記
簿
に
氏

名
・
住
所
が
記
録
さ
れ
た
相
続

人
の
申
請
義
務
の
み
履
行
し
た

こ
と
に
な
る
。）、
申
出
を
受
け

た
登
記
官
は
所
要
の
審
査
を
し

た
上
で
、
申
出
を
し
た
相
続
人

の
氏
名
・
住
所
等
を
職
権
で
登

記
に
付
記
す
る
。
そ
の
後
に
遺

産
分
割
が
成
立
し
た
場
合
、
遺

産
分
割
成
立
日
か
ら
3
年
以
内

に
、
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
た
相

続
登
記
の
申
請
を
行
う
（
新
不

登
法
76
の
3
④
）。
一
方
で
相

続
人
申
告
登
記
後
、
遺
産
分
割

が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以

上
の
登
記
申
請
は
義
務
付
け
ら

れ
な
い
。

3
�
相
続
登
記
の
申
請
の
義
務

化
に
関
す
る
経
過
措
置

相
続
登
記
の
申
請
の
義
務
化

に
係
る
法
施
行
日
は
令
和
6
年

4
月
1
日
と
な
る
。
施
行
日
前

に
相
続
が
発
生
し
て
い
た
場
合

に
つ
い
て
も
、
登
記
の
申
請
義

務
は
課
さ
れ
る
。
施
行
日
前
の

相
続
に
つ
い
て
は
経
過
措
置
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、
施
行
日
と

相
続
に
よ
る
所
有
権
の
取
得
を

知
っ
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

か
ら
法
定
の
期
間（
3
年
間
）が

開
始
す
る（
改
正
法
附
則
5
⑥
）。

Ⅱ
�
本
改
正
が
税
務
に
与
え
る
影
響

1
�
先
代
相
続
の
遺
産
分
割
未

了
財
産
に
対
す
る
相
続
税
へ

の
影
響

相
続
登
記
の
申
請
の
義
務
化

に
よ
り
所
有
者
不
明
土
地
の
解

消
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
一
方

で
こ
れ
に
伴
い
税
務
に
少
な
か

ら
ず
一
定
の
影
響
が
あ
る
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
。

例
え
ば
、下
記【
親
族
図
表
】

に
お
け
る
祖
父
の
相
続
（
昭
和

55
年
相
続
）
に
係
る
遺
産
分
割

未
了
財
産
（
以
下
「
当
該
財

産
」）
に
つ
い
て
も
、
そ
の
相

続
人
等
に
対
し
こ
の
登
記
の
申

請
義
務
は
課
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
場
合
、
名
義
変
更
が

行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
相
続

人
等
に
法
務
局
か
ら
登
記
義
務

履
行
の
催
告
が
あ
る
。
そ
の
催

告
に
よ
り
相
続
人
等
（
相
続
人

が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
は
そ

の
相
続
人
等
。
以
下
同
じ
）
に

相
続
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
当

該
財
産
の
存
在
が
初
め
て
明
ら

か
に
な
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

当
該
財
産
の
遺
産
分
割
に
つ

い
て
は
、
協
議
書
に
今
後
新
た

に
発
見
さ
れ
た
財
産
に
つ
い

て
、
取
得
者
等
の
具
体
的
な
定

め
が
な
い
場
合
、
相
続
人
等
で

遺
産
分
割
協
議
を
行
う
こ
と
と

な
る
。
さ
ら
に
当
該
財
産
が
当

初
の
遺
産
分
割
に
重
要
な
影
響

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
場
合
、

当
初
の
遺
産
分
割
協
議
が
無
効

と
な
り
全
て
の
財
産
に
つ
い
て

遺
産
分
割
協
議
を
行
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
可
能
性
も
あ
る

（
昭
和
56
年
6
月
18
日
福
岡
家

裁
小
倉
支
部
昭
54
（
家
）
2
5

9
1
号
）。

続
い
て
当
該
財
産
に
係
る
相

続
税
申
告
の
義
務
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
相
続
税
の
除
斥
期
間

は
相
続
税
の
申
告
期
限
か
ら
5

年
（
国
通
法
70
①
）、偽
り
そ
の

他
不
正
の
行
為
に
よ
り
そ
の
全

部
若
し
く
は
一
部
の
税
額
を
免

れ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は

7
年（
国
通
法
70
⑤
）と
さ
れ
て

い
る
た
め
、
数
十
年
前
に
発
生

し
た
祖
父
に
係
る
相
続
税
に
つ

い
て
申
告
義
務
は
生
じ
な
い
。

一
方
で
申
告
期
限
か
ら
5
年
以

内
、
不
正
行
為
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
は
7
年
以
内
に
当

該
財
産
の
存
在
が
判
明
し
た
場

合
は
、
期
限
後
若
し
く
は
修
正

申
告
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

本
改
正
が
施
行
さ
れ
法
務
局

か
ら
登
記
義
務
履
行
の
催
告
に

よ
っ
て
判
明
し
た
財
産
が
あ
る

場
合
、
税
務
処
理
に
つ
い
て
も

法
令
を
遵
守
し
適
正
に
対
応
す

る
必
要
が
あ
る
。

2
�
2
次
相
続
の
遺
産
分
割
未

了
財
産
に
対
す
る
相
続
税
へ

の
影
響

下
記
【
親
族
図
表
】
に
お
け

る
父
に
相
続
（
令
和
×
7
年
相

続
）
が
発
生
し
た
場
合
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
2

次
相
続
に
係
る
相
続
税
の
申
告

期
限
ま
で
に
当
該
財
産
に
つ
い

て
祖
父
及
び
父
の
相
続
人
（
本

事
例
で
は
祖
母
、
母
、
子
及
び

父
の
弟
）
の
間
で
遺
産
分
割
協

議
が
整
い
、
父
が
当
該
財
産
を

取
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

に
は
、
当
然
2
次
相
続
の
相
続

税
は
当
該
財
産
を
含
め
て
計
算

す
る
。

一
方
で
当
該
財
産
が
未
了
の

状
態
の
場
合
、
父
は
民
法
の
規

定
に
よ
り
法
定
相
続
分
（
4
分

の
1
）
の
権
利
を
有
す
る
こ
と

と
な
る
た
め
（
民
8
9
8
、
8

9
9
）、
こ
れ
を
父
に
係
る
相

続
財
産
に
含
め
相
続
税
申
告
を

行
う
こ
と
と
な
る
。

そ
の
後
1
次
相
続
に
係
る
遺

産
分
割
協
議
が
成
立
し
、仮
に
父

が
当
該
財
産
を
取
得
し
な
い
こ

と
と
な
る
場
合
に
は
、2
次
相
続

に
係
る
相
続
税
は
過
大
と
な
る

た
め
更
正
の
請
求
を
検
討
す
る
。

相
続
税
に
係
る
更
正
の
請
求

で
は
、
ま
ず
相
続
税
法
の
更
正

の
請
求
の
特
則
（
相
法
32
）
の

要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
を
確

認
す
る
。
こ
れ
に
関
し
情
報

（「
資
産
課
税
課
情
報
第
10
号

資
産
評
価
企
画
官
情
報
第
3
号

平
成
14
年
7
月
4
日

国
税
庁

資
産
課
税
課

国
税
庁
資
産
評

価
企
画
官
室

資
産
税
関
係
質

疑
応
答
事
例
に
つ
い
て
（
情

報
）」）
で
は
、
同
条
各
号
の
要

件
に
は
該
当
し
な
い
た
め
当
該

特
則
の
適
用
が
な
い
旨
が
示
さ

れ
て
い
る
。
一
方
で
課
税
上
著

し
い
不
公
平
と
な
る
と
税
務
署

長
が
認
め
る
と
き
に
は
、
調
査

結
果
に
基
づ
き
国
税
通
則
法
第

71
条
第
2
号
に
よ
り
更
正
（
減

額
）
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な

い
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
納
税
者
の
手
続
き

と
し
て
は
、
国
税
通
則
法
の
通

常
の
更
正
の
請
求
（
国
通
法
23

①
）
の
適
用
を
検
討
し
、
2
次

相
続
の
申
告
期
限
か
ら
5
年
超

経
過
し
た
場
合
に
は
、
後
発
的

事
由
に
係
る
更
正
の
請
求
（
国

通
法
23
②
）
の
適
用
を
検
討
す

る
こ
と
と
な
る
。

本
改
正
の
施
行
に
よ
り
1
次

相
続
に
係
る
遺
産
分
割
未
了
財

産
が
判
明
し
、
さ
ら
に
そ
の
後

の
相
続
人
等
に
お
け
る
遺
産
分

割
協
議
に
長
期
間
を
要
す
る
こ

と
も
想
定
さ
れ
る
。
よ
っ
て
相

続
登
記
の
申
請
義
務
化
の
過
料

に
係
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
な

ど
一
定
の
場
合
に
は
、
課
税
上

の
不
公
平
を
防
止
す
る
観
点
か

ら
相
続
税
法
の
更
正
の
請
求
の

特
則
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
と

す
る
法
改
正
が
望
ま
れ
る
。

参
考
資
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法
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省
民
事
局
「
令

和
3
年
民
法
・
不
動
産
登
記
法
改

正
、
相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
の
ポ

イ
ン
ト
」

相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
と

税
務
へ
の
影
響
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